
以下は、産学官研究推進センターの雛型ですので、各箇所に合う形に修正してお使いいただいて結構です。
ただし、原則として、第１１条（成果の帰属）、第１２条（成果の公表）、第１３条（成果の実施）、第１４条（工業所有権の帰属）、第１５条（第三者による本研究成果の実施）
については、その趣旨を生かし、大幅な変更をしないようにしてください。
２００４年４月２７日　産学官研究推進センター
研 究 委 託 契 約 書（雛形）
   △△株式会社（以下、｢甲｣という）と学校法人早稲田大学（以下、｢乙｣という）は、甲が、乙に対して以下の約定により、下記の研究を委託し、乙がそれを受託するに際し、教育機関および研究機関として広く研究成果を公表し、以って学術および技術の進歩に寄与すべき大学の基本的使命を甲乙両者が尊重しつつ、ここに契約を締結するものである。
（研究題目･内容）
第１条  甲は、下記研究（以下、「本研究」という）を乙に委託し、乙は、これを受託する。
（研究題目）○○の研究。
（研究内容）（例：本研究の内容は、本契約書末尾添付の仕様書および別途甲が書面により指示または甲乙協議決定するところによるものとする。）
（研究費用・期間・担当者）
第２条  乙は、本研究を次の条件で実施する。
（研究費用）  金○,○○○,○○○円（消費税等を含む）
上記研究費用の内、２０％を一般管理費とする。
（研究期間）  ○○○○年○月○○日から○○○○年○月○○日 まで
（研究担当者）早稲田大学理工学部教授　○○○○
（研究費用の支払）
第３条　甲は、前条に定める研究費用を、○○○○年○月○日までに、「東京三菱銀行　江戸川橋支店　普通預金口座Ｎｏ．０００１０２９　口座名義：早稲田大学」に振り込むものとし、乙は、これを返還しないものとする。
（経理）
第４条  第２条の研究費用の経理は乙の○○○○の事務所で行う。ただし、甲はこの契約に関する経理書類の閲覧を乙に申し出ることができる。
（委託の中止）
第５条　甲は、本契約の委託を中止することはできない。ただし、乙が同意した場合は、この限りでない。
（受託の中止）
第６条  乙は、天変地異その他乙の責によらないやむを得ない事由により本研究の継続が困難となったときは、本研究の中止又は期間の延長を甲に申し入れ、甲乙協議の上、本契約の解約又は一部変更を行うものとする。
２．乙は、前項の規定により、本契約を解約するときは、本研究の進捗状況等を総合的に勘案して研究費用の全部又は一部を甲に返還することがある。
（研究資材の取扱い）
第７条  乙は、本研究の研究費用により取得又は製作した機器、装置等の所有権を有する。
（情報提供）
第８条  甲は、乙が本研究の遂行に有用な技術情報を要求した場合、自己が所有するか、あるいは自己が入手し得る技術情報を乙に提供するものとする。ただし、甲が第三者との契約により開示を制限されているものはこの限りでない。
２．乙は、前項により甲から提供された技術情報を第三者に開示してはならないし、本研究の目的以外に使用してはならない。ただし、提供時に公知のもの及び提供後に公知となったものまたは甲の同意を得たものはこの限りでない。
（秘密保持）
第９条  甲及び乙は、本契約の存続期間中、本契約に基づいて相手方から知得した全ての技術的・営業的情報及び資料を本契約の存続期間中及び契約期間満了後○年間、秘密に保持するものとし、そのための万全の措置を講ずる。ただし、次の各号の一に該当するものは除く。
（１）相手方から提供又は開示を受ける以前に、既に自己が保有していたこと、又は公知であったことを立証できるもの。
（２）相手方から提供又は開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
（３）第三者から、開示の制限なく正当に入手したもの。
（４）甲乙間の協議により、秘密保持の対象から除外したもの。
（成果の報告）
第１０条  乙は、本研究終了後○○以内に本研究の経過及び結果を記載した報告書を、甲に提出するものとする。
２．甲は、必要があるときは、乙に本研究の中間報告を求めることができる。
（成果の帰属）
第１１条  本研究の成果とは、本研究により得られた成果のうち本研究の目的に直接に関係する発明、考案、意匠、コンピューターソフトウェア、その他の著作物、ノウハウ等一切の技術的成果（以下、「本研究の成果」という）をいう。
　　２．甲及び乙は、前項に定める本研究の成果を、甲乙の共有とし、その持分は別途、甲乙協議のうえ決定する。
（成果の公表）
第１２条  甲は、本契約書の前文に記した大学の基本的使命に鑑みて、甲に止むを得ない事情のある場合を除き、乙が本研究の内容及び本研究の成果を公表することに協力し同意するものとする。
　２．甲および乙は、本研究の成果に基づく発明等を速やかに特許出願等を完了するよう互いに協力し、前項の止むを得ない事情を取り除くものとする。
３．乙が公表を希望する場合は、その公表先、公表理由、公表時期及び公表内容について甲に承認を求め、甲がこれを認めたときは、乙はその認められた範囲内において公表することができる。
４．前項の規定にもかかわらず、甲による本研究の成果について特許出願等を完了した場合は、その出願明細書等の範囲内において、乙が公表することはこの限りでない。
（成果の実施）
第１３条  甲は、本研究の成果を実施できる。ただし、当該実施に伴う対価等の条件については甲乙別途協議して定める。
２．甲が本研究の成果を実施するために、乙が所有する知的財産または乙固有の技術（ノウハウ等を含む）を使用する場合は甲乙別途協議してその対価等を決定する。
３．乙は、本研究の成果を研究以外の目的に実施しないものとする。
（産業財産権の帰属）
第１４条  甲および乙は、本研究の成果のうち、特許、実用新案又は意匠（以下、特許等という）の対象となる発明、考案又は意匠の創作（以下、本発明等という）について、甲と乙の共同名義で特許等の出願（以下、本出願という）をし、これによって取得される特許権、実用新案権又は意匠権を共有する。本出願毎に共同出願契約を締結するものとし、本出願および取得した特許等の維持保全に要する費用の負担については別途甲乙協議の上定めるものとする。
（第三者による本研究成果の実施）
第１５条  甲及び乙は、本研究の成果の実施を第三者が希望した場合、甲に格別の事由がない限り許諾するものとし、その場合の許諾条件等を甲乙協議の上、決定する。
２．甲及び乙は、前項の実施許諾による実施料収入を本研究の成果の持分に応じて受領する。
（研究の変更）
第１６条　甲及び乙は、本研究の進捗に伴い本研究の内容を変更する必要を生じた場合、相手方との協議により変更することができる。
２．前項の変更により、研究費用が不足した場合は甲が乙に追加支払いをするものとする。
（解約・変更）
第１７条　甲及び乙は、自己の都合により本契約を解約又は変更しようとするときは、1ヵ月の予告期間をもって相手方に文書で通知し、その同意を得なければならない。
（契約有効期間）
第１８条　本契約の有効期間は、本契約締結日から第２条の研究期間終了日までとする。
２．前項の規定にかかわらず、第１３条、第１４条の規定は当該産業財産権の権利期間満了日又は当該産業財産権出願に対する拒絶査定又は審決の確定日若しくは当該産業財産権に対する無効の審決の確定日まで効力を有する。ただし、第１３条の規定のうち、著作物の実施については、その著作権の存続期間、およびノウハウの実施については、甲乙両者が失効を確認する日まで効力を有する。
（協議）
第１９条　甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の履行又は解釈に当って生じた疑義について、信義誠実の原則に従い、その都度協議により定めるものとする。
本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各自その１通を保有する。
○○○○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○　○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　○○○○○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　○○　○○　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都新宿区西早稲田一丁目６番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　学校法人 早稲田大学
○○○○研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※注　所　長　　　○○　　○○　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（※注：研究費総額（消費税を含む）が、1000万円以上の場合、調印代表者は、学校法人早稲田大学理事長 白井克彦とする。その際の住所は新宿区戸塚町1丁目104番地）
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